別紙1

中華人民共和国ペットの持ち込みに関する検疫要件

一　一般要件
（一）中国に持ち込むペット（犬、猫）は、「中華人民共和国税関法」、「中華人民共和国出入国動植物検疫法」及びその実施条例の関連規定に従い、税関の検疫・監督管理を受けるものとする。

（二）中国税関は持ち込むペットに対して、指定国・地域と非指定国・地域に分けて分類・管理を実施する。
（三）入国者1人1回の入国につき持ち込むペットは1匹のみとする。
（四）持ち込むペットは出入国検査場において税関による現場で検疫を受けるものとする。税関は現場検疫と隔離検疫の結果に基づき、ペットに対して通関、期限を設けた上で返還するか、又は致死処分を行う。
（五）隔離検疫対象のペットは隔離検疫施設のある出入国検査場から持ち込み、かつ税関が指定する隔離検疫エリアで30日間の隔離検疫を行うものとする。

（六）期限を設け返還されるペットに対して、入国者は所定の期限内に税関が発行した差止証明書を持参の上ペットを引き取り、中国から持ち出す必要がある。期限を超え引き取らなかった場合、又は期限までに返還できなかった場合は自動的に放棄したものとみなし、ペットを致死処分する。

（七）入国者による中国へのペットの持ち込み状況を全面的かつ正確に把握するため、入国者は現場で「ペット（犬、猫）持ち込みに関する情報登記表」に記入するものとする。

二　指定国・地域から持ち込むペットについて

（一）指定国・地域には以下を含む。
ニュージーランド、オーストラリア、フィジー、フランス領ポリネシア、米国ハワイ諸島、米国グアム島、ジャマイカ、アイスランド、英国、アイルランド、リヒテンシュタイン、キプロス、ポルトガル、スウェーデン、スイス、日本、シンガポール、中国香港、中国マカオ

（二）上記の国・地域からペットを持ち込む場合は、出発先となる国・地域の公的機関が発行した有効な検疫証明書とワクチン接種証明書を提出し、かつペットには有効なマイクロチップが装着されているものとし、現場での検疫に合格すれば通関できるものとする。

（三）隔離検疫対象外のペットはいずれかの出入国検査場からも持ち込まれる。隔離検疫対象のペットは隔離検疫要件を満たす出入国検査場のみから持ち込まれる。隔離検疫対象のペットが隔離検疫要件を満たさない非指定の出入国検査場から持ち込まれた場合、ペットは期限を設け返還されるか、又は致死処分される。
（四）正式な検疫証明書又はワクチン接種証明書が提出できないペットは、期限を設け返還されるか、又は致死処分される。
チップが装着されていないペットに対しては、30日間の隔離検疫が行われる。
（五）ペットに装着されるチップの規格は、国際標準の「ISO 11784」及び「ISO 11785」に準拠するものとする。15桁のマイクロチップコードは、数字のみで構成され、かつリーダーライターでの読み取りができるものとする。

チップの規格が上記標準に準拠していない場合は、装着されたチップを読み取ることができるリーダーライターを自ら準備するものとする。

（六）ペットは、「中華人民共和国入国動物検疫疫病名簿」に記載された、狂犬病を含む関連の動物伝染病及び寄生虫病に感染していないことを保証するため、中国到着前の14日間以内に出発先の国・地域の公的機関による動物衛生に関わる臨床検査を受ける必要がある。

（七）ペットとともに提出する正式な検疫証明書には次の内容が含まれるものとする。
1　ペット情報（品種、学名、性別、毛色、生年月日又は年齢を含む）

2　装着されたチップの番号、日付及び装着部位

3　動物衛生に関わる臨床検査の結果と日付
以上の内容に改ざんがみられる場合、証明書は無効となる。
証明書に不備があった場合、ペットは返還されるか、又は致死処分される。

（八）中国税関が指定国・地域から中国に持ち込まれるペットに対して現場で行う検疫の内容には、主に正式な検疫証明書とチップの検証及び現場での臨床検査を含む。

（九）現場での臨床検査によって動物伝染病、寄生虫病の症状が発覚したペットに対しては隔離検疫が行われるものとする。

三　非指定国・地域から持ち込むペットについて

（一）非指定国・地域とは、前文に記載する国と地域以外のすべての国と地域を指す。
（二）非指定国・地域からペットを持ち込む場合は、正式な検疫証明書、ワクチン接種証明書及び中国税関が指定する信用性の高い狂犬病抗体検査機構が発行した狂犬病抗体検査報告書（抗体値又は免疫抗体量が0.5IU/mlを超えなければならない）を提出し、かつペットにはチップが装着されているものとし、現場での検疫に合格すれば通関できるものとする。

（三）隔離検疫対象外のペットはいずれの出入国検査場からも持ち込まれる。隔離検疫対象のペットは隔離検疫要件を満たす出入国検査場のみから持ち込まれる。隔離検疫対象のペットが隔離検疫要件を満たさない非指定の出入国検査場から持ち込まれた場合、ペットは返還されるか、又は致死処分される。
（四）正式な検疫証明書又はワクチン接種証明書が提出できないペットは返還されるか、又は致死処分される。
中国税関が指定する信用性の高い狂犬病抗体検査機構の発行する狂犬病抗体検査報告書を提出できない場合、又はチップが装着されていない場合の片方又は両方の状況が発生した場合（提出できない場合及び提出した書類が要件を満たさない場合を含む）、ペットに対して30日間の隔離検疫が行われる。
（五）ペットに装着されるチップの規格は、国際標準の「ISO 11784」及び「ISO 11785」に準拠するものとする。15桁のマイクロチップコードは、数字のみで構成され、かつリーダーライターでの読み取りができるものとする。

チップの規格が上記標準に準拠していない場合は、装着されたチップを読み取ることができるリーダーライターを準備するものとする。

（六）ペットが接種するワクチンは生ワクチンではなく、不活化ワクチン又は組換え/改良ワクチンとする。

（七）狂犬病抗体値検査の採血日は2回目の狂犬病ワクチン接種日以降とする（当日又はその後）。

狂犬病抗体値検査の有効期間は採血日から1年以内である（注：ペットが狂犬病ワクチンを接種した後、有効期間内にワクチンを再び接種した場合、狂犬病抗体値検査結果は引き続き有効とする）。

（八）ペットは「狂犬病ワクチン接種の有効期間」及び「狂犬病抗体検査の有効期間」内に中国に到着しなければならない。

（九）ペットは、「中華人民共和国入国動物検疫疫病名簿」に記載された、狂犬病を含む関連の動物伝染病及び寄生虫病に感染していないことを保証するため、中国到着前の14日間以内に出発先の国・地域の公的機関による動物衛生に関わる臨床検査を受ける必要がある。
（十）ペットとともに提出する正式な検疫証明書には次の内容が含まれるものとする。
1　ペット情報（生年月日又は年齢を含む）

2　装着されたチップの番号、日付及び装着部位
3　狂犬病ワクチンの接種日及び有効期間、ワクチンの種類（不活化ワクチン又は組換えワクチン）、ワクチンの品名及びメーカー

4　狂犬病抗体値検査の採血年月日、検査機関名及び抗体値検査結果

5　動物衛生に関わる臨床検査の結果と日付

以上の内容に修正の形跡があってはならない。

証明書に不備があった場合、ペットは返還されるか、又は致死処分される。

（十一）中国税関が非指定国・地域から中国に持ち込まれるペットに対して現場で行う検疫の内容には、主に正式な検疫証明書、ワクチン接種証明書、狂犬病抗体値検査結果、チップの検証及び現場での臨床検査を含む。
（十二）現場での臨床検査によって動物伝染病、寄生虫病の症状が発覚したペットに対しては隔離検疫が行われる。

四　ペットの持ち込みに関する隔離検疫要件

（一）原則として、隔離検疫期間中はペットを隔離場所から持ち出してはならない。

（二）隔離検疫期間中、ペットの健康状態に異常がみられる場合、税関は速やかに入国者に知らせる必要がある。入国者が申請した後、税関はペット診断・治療機関が指定した隔離場所内の指定エリアでの診断及び治療を許可できる。相応の診断・治療が指定の隔離場所内において実施できない場合、ペットは診断・治療要件及び税関の監督管理要件を満たす機関で診断・治療を受け、税関はその診断・治療過程を監督する。

五　その他の事項
（一）盲導犬、聴導犬、捜索救助犬を中国に持ち込むに当たって、有効かつ正式な検疫証明書、ワクチン接種証明書、マイクロチップ及び相応の専門訓練証明書を持参し、現場での検疫に合格した場合、ペットは隔離検疫対象外とする。

（二）高齢、虚弱、妊娠中又は授乳中及び以前病気に罹ったことのあるペットは輸送又は隔離検疫に適さない場合がある。入国者は当地の獣医に相談し、ペットの状況を確認の上、中国に持ち込み、かつ相応の責任を負うものとする。
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